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 男女共同参画社会を目指す高校生向けガイドブック『もっと、自分らしく』は、２１

世紀に生きる子どもたちの、自らの意思に基づく生き方の選択を促す学習充実のため、

平成９年度から作成してきました。 
 
 男女共同参画社会とは、「男女がお互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会」（男女共同参画社会基

本法の前文より）と定義されています。つまり、社会の一人一人がお互いを認め合い、

お互いを思いやり、その中で一人の人間として尊重され、誰もが「自分らしく生きる」

ことができる社会のことです。そのような社会の必要性に一人一人が気づき、みんなで

築き上げていくことが大切です。 
 
我が国においては、憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に

向けたさまざまな取組が行われてきましたが、まだ多くの課題が残されているのが現状

です。 
また、性別によって生き方、考え方、役割などを決めてしまうといった意識が残って

いるところがあり、それは、子どもたちの考え方や生き方にも影響を及ぼしてしまうこ

とにもなります。わたしたちが願っているのは、子どもたち一人一人が、個性や能力を

発揮し、自分の思いや考えで輝く未来を作ってほしいということです。 
 
男女共同参画社会を目指す『もっと、自分らしく』は、そうした願いをかなえるもの、

２１世紀が子どもたちにとって希望で輝くものとなるように作成しています。また、少

しでも授業等で活用しやすいものとなるよう心がけて作成しています。 
 
この「教師用手引き」には、『もっと、自分らしく』を活用して授業等を行う際の「授

業展開例」と「参考資料」を掲載しています。作成にあたっては、熊本県教育庁高校教

育課と人権同和教育課に協力していただきました。先生方に、ＬＨＲ、家庭科などの時

間に有効活用していただき、子どもたちが「自分らしく」生きることの一助となれば幸

いです。  
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平成 26 年度版 男女共同参画「高校生用学習資料」  学習展開例案 

１ 「女らしさ」「男らしさ」ってなに？ ＜生徒用 Ｐ１ 

〔 「LHR」における授業展開例 〕 

（１）学習指導要領での位置づけ

高等学校学習指導要領 第 5 章 特別活動 
第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

〔ホームルーム活動〕２ 内容

（３）学業と進路 ウ 教科・科目の適切な選択

エ 進路適正の理解と進路情報の活用

オ 望ましい勤労観・職業観の確立

カ 主体的な進路の選択決定と将来設計

（２）ねらい

◎進路や職業選択の側面から、性別による固定化された意識の存在に気付く。

◎自分の個性や能力を活かした進路や生き方を選択することの大切さに気付く。

（３）展開例

学 習 活 動 資料のポイント（○） 指導上の留意点（●） 資料等

①マンガを通して感じ

たことや気付いたこ

とを出し合う。

○マンガの内容をおさえる。

「リケジョ」「女なのに…」

「保育士って女の仕事…」

「研究者は男」「保育士は女」

「男は理系、女は文系」

●同じような経験や、見聞きし

た情報等を自由に交換させ

る。

P1 
マンガ資料

「女らしさ」

「男らしさ」

ってなに？

②関連資料を見る。 ○分野・職種で男女の格差が

ある。

○研究者に占める女性の割

合においては、国際的に比

較してかなり低い。

●関連資料をしっかりと読み取

らせ、進路や職業選択におい

て男女に大きな格差がある、

という現状について理解させ

る。

P2 
グラフ資料

③だれもが自分の個性

や能力を発揮し、生き

生きと生活していけ

る社会にするために

はどうしたらよいか

考える。

〔解答例〕

◇性別によるイメージで物

事を決めつけない。その人

を判断しない。

◇「自分らしさ」を大切にし、

自分の生き方を狭めない。

◇「その人らしさ」も認め、

大切にする。   など

●生徒の自由な意見を尊重す

る。

●性別によるイメージで物事を

見たり、人を判断したりしな

いことをおさえる。

●「自分らしさ」や友だちの「そ

の人らしさ」を認めることの

大切さに気付かせる。

P2 
Your voice

④まとめ資料を読む。 ○固定観念による思い込み

や決めつけたものの見方

が、偏見や差別につながっ

ていること。

●自分の身の回りに思い込みや

決めつけたものの見方がない

か、また自分自身を振り返ら

せ、自分らしい生き方をする

ことの大切さに気付かせる。

P2 
まとめ

※社会に進出することのみではなく、家事や育児に専念するという進路選択があっても、それは否定

されるものではない。あくまでも「自分らしい生き方」を選択していくことの大切さを理解させたい。

Ⅰ 授業展開例 

～２＞
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２ 「デートＤＶ」ってなに？ ＜生徒用 Ｐ３ 

〔 「LHR」における授業展開例 〕 

（１）学習指導要領での位置づけ

高等学校学習指導要領 第 5 章 特別活動 
第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

〔ホームルーム活動〕２ 内容

（２）適応と成長及び健康安全

エ 男女相互の理解と協力

（２）ねらい

◎DV やデート DV における女性の人権侵害等の現状を知り、男女の性の尊重について理解する。 
◎男女が相互の理解を深め、互いに人権を尊重し合い、対等でよりよい関係を築いていこうとする態度

を養う。

（３）展開例

学 習 活 動 資料のポイント（○） 指導上の留意点（●） 資料等

①マンガを通して感じ

たことや気付いたこ

とを出し合う。

○マンガの内容をおさえる。

「彼氏と友だちと、どっちが大事

なんだ」「携帯見せろ」「私が我

慢すればいいんだから」「勇気を

出して…」

●同じような経験や、見聞

きした情報等を自由に

交換させる。

P３ 
マンガ資料

「デートＤ

Ｖ」ってな

に？

②関連資料を見る。 ○「DV」の意味や相談件数の推移。

○「デート DV」の意味や事例。

○グラフから被害者は女性、加害

者は男性が多いこと。10 代の経

験者が多いこと。男性が被害に

あう場合も多いこと。

●関連資料から、「DV」「デ

ート DV」の現状を理解

させる。

●身体だけではなく、精神

的・経済的暴力もありえ

ることを理解させる。

P４ 
資料：「ＤＶ」

って何？

「 デ ー ト Ｄ

Ｖ」って何？

③身近な人への暴力を

なくし、男女が互いを

思いやることができ

る社会にするには、ど

うしたらよいか考え

る。

〔解答例〕

◇「女のくせに」などの性別によ

る固定的な意識で判断しない。

◇相手の気持ちを考える。

◇傷つけられたり、苦しめられた

りしたときには気持ちをしっか

りと伝える勇気をもつ。

◇我慢しないで相談する。

◇友だちの変化や困っている様子

に気付いたら声をかける。

など

●生徒に自由に意見を考

えさせる。

●友だちの変化や、困って

いる様子に気付き、声を

かけることの大切さを

理解させる。

●友だちの変化や、困って

いる様子に気付いたら、

身近な大人や相談機関

に連絡し、相談すること

を理解させる。

P4 
Your voice

④まとめ資料を読む。 ○不安なことがあったら、友だち

や身近な大人、外部の相談機関

等に相談する勇気をもつこと。

○DＶは犯罪であり、大きな社会

問題であること。

●親しいからこそ互いの

思いを尊重し合い、自分

の気持ちを伝えること

の大切さを理解させる。 

P4 
まとめ

資料「相談

しよう」

～４＞
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３  家事・育児はだれの仕事？ ＜生徒用 Ｐ５

〔 「家庭」における授業展開例 〕 

（１）学習指導要領での位置づけ

高等学校学習指導要領 第２章 第 9 節 家 庭 
第２款 第２ 〔家庭総合〕２ 内 容

（１）人の一生と家族・家庭

ア 人の一生と青年期の自立

イ 家族・家庭と社会

（２）ねらい

◎固定的性別役割分担意識や家庭における家事・育児の現状を理解する。

◎男女が家族の一員としての役割を果たし、協力して家庭を築き生活を営むことの重要性を理解する。 

（３）展開例

学 習 活 動 資料のポイント（○） 指導上の留意点（●） 資料等

①マンガを通して感

じたことや気付い

たことを出し合

う。

○マンガの内容をおさえる。

「共働きだから、家事は分担」

「育児休業って、母親が取る

もんじゃないの」「育児休業は

母親・父親のどちらが取って

もいい」「職場の上司や同僚も

理解してくれた」

●生徒の各家庭の様子や経

験を思い起こさせながら、

自由に意見交換させる。

P５ 
マンガ資料

「家事・育児は

だれの仕事？」

②関連資料を見る。 ○共働き世帯が増えていること

や男性の家事育児への協力が

たいへん少ないこと。

○育児休業取得率や、家事育児

に関する国際比較を見ても、

男性の家事・育児への協力は

たいへん少ないこと。

●資料等を提示しながら、我

が国の現状に気付かせる。

P６ 
資料：「共働き

世 帯 数 の 推

移」、「夫婦の生

活時間」、「家事

や育児の現状」

③我が国の男性は、

家事育児への協力

が少ない理由につ

いて考える。

〔解答例〕

◇「女性が家事・育児をするほ

うがよい」という考え方が、

未だに残っているから。

◇男性は長時間仕事をしてい

て、家事・育児の時間が取れ

ないから。     など

○「固定的性別役割分担」の意

味とその意識の現状

●生徒各自の家庭の状況等

をふまえながら、自由に意

見を考えさせる。

●「固定的性別役割分担」に

よる意識が日常的に根強

く残っていることに気付

かせる。（「教師用手引き」

にその他の資料掲載）

P６ 
Your voice 
資料：「固定的性

別役割分担」、そ

の他の資料（教師

用手引き）

④「男性の育児休業

取得率 13％をめざ

す  熊本県」を読

む。

○「育児休業制度」の内容（男

女とも育児や介護のための休

業を取ることができること。

男性の育児休暇取得が推進さ

れていること）

●資料を読み、働きながら子

育てを行うための支援制

度の整備が進められてい

ること、また周囲の理解が

必要であることを理解さ

せる。

P６ 
資料：「男性の

育児休業取得

率 13％をめざ

す 熊本県」

～６＞
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４  労働や雇用における男女の格差 ＜生徒用 Ｐ７ 

〔 「公民」における授業展開例 〕 

（１）学習指導要領での位置づけ

高等学校学習指導要領 第２章 第３節 公 民

第２款 第１ 〔現代社会〕 ２ 内容 

（２）現代社会と人間としての在り方生き方

ア 青年期と自己の形成

（２）ねらい

◎我が国の労働や雇用等における男女の格差の状況について理解する。

◎経済社会で女性の活躍を促進することは、我が国の経済の活性化につながるものとして期待されてい

ることを理解する。

（３）展開例

学 習 活 動 資料のポイント（○） 指導上の留意点（●） 資料等

①マンガを通して

感じたことや気

付いたことを自

由に出し合う。

○マンガの内容をおさえる。

「自分で会社を立ち上げた」「姉ち

ゃんは社長」「自分がやりたい仕

事させてもらえない」「女性は結

婚や出産を機会にやめていく人

も多いし」「課長にはなかなかな

れない」「女性がつくる会社がも

っと増えてもいいのかも」

●生徒が感じたことを自由に

意見交換させる。

P７ 
マンガ資料

「労働や雇用

における男女

の格差」

②関連資料を見

る。

※別資料で、管理

職の割合等の資

料もつける。

○熊本県の労働者における正規社

員・従業員である割合は男性が

高く、大きな差がある。

○給与の格差がみられ、次第に広

がっていること。

●正規社員の割合や給与につ

いて、男女に大きな格差が

見られることをグラフから

読み取らせる。

P８ 資料：「熊本

県の就業形態別雇用

労働者の男女割合」、

「男女別所定内給与

及び男女格差」

③年齢階級別労働

力 率 の 資 料 か

ら、日本女性の

労働力率の特徴

を捉える。

○日本の女性の労働力率は 25~39
歳で谷ができる「M 字」のカー

ブを描いていること。

〔解答例〕

◇日本の女性は結婚や出産を機に

職を離れている。

◇子育てが終わる 40 代前後で再

び就職をしている。

◇このような女性の働き方が、男

性との格差の原因のひとつとな 

っている。      など 

●理由について話し合わせ

る。データ１、２と関連さ

せ、雇用形態や給与にも差

があることに気付かせる。

（諸外国の資料を手引書に

つける。）

●その背景として、「女は家

庭」という意識の高さや、

子育てしながら仕事を続け

ることの難しさがある、と

いう点に気付かせたい。

P８ 
資料：「Ｍ字カー

ブ～日本女性の

労働力率の特徴～」

Your voice 

④「2020 年 30 ％
目標」を読む。

○管理職に占める女性の割合を政

府が推進している。（女性のキャ

リアアップや男女平等の職場づ

くりが求められている。）

●資料から、政府も女性の活

躍と経済の活性化を図る

ための取組を進めている

ことを理解させる。

P８ 
資料：「2020 年

30%目標」 

～８＞

4



5

５ 男女共同参画社会の実現に向けて ＜生徒用 Ｐ９ 

〔 「公民」における授業展開例 〕 

（１）学習指導要領での位置づけ

高等学校学習指導要領 第２章 第３節 公 民

第２款 第１〔現代社会〕

 ２ 内 容

（２）現代社会と人間としての在り方生き方

ア 青年期と自己の形成

（２）ねらい

◎男女共同参画の意味を理解し、その必要性について考える。

◎女性の施策・方針決定過程への参画等を国際的な比較を交え、日本の現状を理解させる。

（３）展開例

学 習 活 動 資料のポイント（○） 指導上の留意点（●） 資料等

①「男女共同参画

社会」の意味を

知り、その必要

性 に つ い て 考

え、話し合う。

○「男女平等」と「男女共同参

画」の意味の違い。

○「男女共同参画社会づくり」

の必要性。

〔解答例〕

◇基本的人権としての男女平

等。

◇女性の労働力が必要。

◇国際社会に対応する力。

◇魅力ある地域づくり。

◇多様な物事の考え方を得るこ

とができる。     など

●男女平等と男女共同参画の

違いを理解させる。

●これまで学習したことをふり

返りながら「男女共同参画社

会づくり」の必要性について、

自由に考えさせる。

P９  
資料：「男女共同

参画社会づくり

はなぜ必要か？」

Your voice 

②世界や日本、熊

本県の取り組み

を知る。

○世界的に女性の人権向上の取

組が広まり、日本や熊本県で

もさまざまな法律等の整備が

進められていること。

○熊本県でも男女共同参画や条

例や計画、女性の活躍を推進

する取組が進み、身近なとこ

ろでも男女共同参画社会づく

りが進められていること。

●必要に応じて付属資料の「世

界・日本・熊本県における男

女共同参画の動向」を見て、

世界や日本の動きと関連し

て、熊本県でも取組が進めら

れていることを理解させる。

P９ 
資料：「世界・

日本・熊本県の

取組は？」

資料：「女性の

社会参画加速

化戦略」

③熊本県や日本の

女性の社会参画

の状況を理解す

る。

○「参画」の意味

○女性の地位向上に関する意識

は高いが、実際の参画状況は

低いこと。

○国際的に比較しても、特に政

治や経済分野で、日本の女性

の参画状況が低いこと。

●グラフ資料を読み取り、我が

国の女性の社会参画の現状に

ついて理解させる。

●今後の望ましい社会の在り方

について考えさせる。

P１０  
資料：「日本人

女性の社会参

画状況は？」
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５ 男女共同参画社会の実現に向けて ＜生徒用 Ｐ９＞ 

〔 「公民」における授業展開例 〕 

 
（１）学習指導要領での位置づけ 
   高等学校学習指導要領 第２章 第３節 公 民 
    第２款 第１〔現代社会〕 

 ２ 内 容 
  （２）現代社会と人間としての在り方生き方 

ア 青年期と自己の形成 
      

（２）ねらい 
   ◎男女共同参画の意味を理解し、その必要性について考える。 
   ◎女性の施策・方針決定過程への参画等を国際的な比較を交え、日本の現状を理解させる。 
 
（３）展開例 

学 習 活 動 資料のポイント（○） 指導上の留意点（●） 資料等 
①「男女共同参画

社会」の意味を

知り、その必要

性 に つ い て 考

え、話し合う。 

○「男女平等」と「男女共同」

の意味の違い。 
○「男女共同参画社会づくり」

の必要性。 
〔解答例〕 
◇基本的人権としての男女平

等。 
◇女性の労働力が必要。 
◇国際社会に対応する力。 
◇魅力ある地域づくり。 
◇多様な物事の考え方を得るこ

とができる。     など

●男女平等と男女共同の違いを

理解させる。 
●これまで学習したことをふり

返りながら「男女共同参画社

会づくり」の必要性について、

自由に考えさせる。 

P９  
資料：「男女共同

参画社会づくり

はなぜ必要か？」

Your voice 
 

②世界や日本、熊

本県の取り組み

を知る。 

○世界的に女性の人権向上の取

組が広まり、日本や熊本県で

もさまざまな法律等の整備が

進められていること。 
○熊本県でも男女共同参画や、

女性の活躍を推進する取組が

進み、身近なところでも男女

共同参画社会づくりが進めら

れていること。 

●必要に応じて付属資料の「世

界・日本・熊本県における男

女共同参画の動向」を見て、

世界や日本の動きと関連し

て、熊本県でも取組が進めら

れていることを理解させる。 
 

P９ 
資料：「世界・

日本・熊本県の

取組は？」 
資料：「女性の

社会参画加速

化戦略」 

③熊本県や日本の

女性の社会参画

の状況を理解す

る。 
 

○「参画」の意味 
○女性の地位向上に関する意識

は高いが、実際の参画状況は

低いこと。 
○国際的に比較しても、特に政

治や経済分野で、日本の女性

の参画状況が低いこと。 

●グラフ資料を読み取り、我が

国の女性の社会参画の現状に

ついて理解させる。 
●今後の望ましい社会の在り方

について考えさせる。 

P１０  
資料：「日本人

女性の社会参 
画状況は？」 
「国際的にみる

日本の女性の

参画状況」

～10＞
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６ たくさんの可能性を広げ、輝く自分になろう！ ＜生徒用 Ｐ１１ 

〔 「ＬＨＲ」における授業展開例 〕 

（１）学習指導要領での位置づけ

高等学校学習指導要領 第 5 章 特別活動 
第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

〔ホームルーム活動〕２ 内容

（３）学業と進路 エ 進路適正の理解と進路情報の活用

オ 望ましい勤労観・職業観の確立

カ 主体的な進路の選択決定と将来設計

（２）ねらい

◎男女の隔たりなく、様々な世界で活躍している先輩たちの考えや生き方を知る。

◎一人一人が自分の個性や能力を発揮できる社会について考え、希望を持って進路選択をしようとする

態度を養う。

（３）展開例

学 習 活 動 指導上の留意点（●） 資料等

①資料を読み、「男女共

同参画社会」の実現に

向けてできることに

ついて話し合う。

●「こんな社会であってほしい」「いろんな世界で活躍する

先輩たち」を読んで、自分のこれからの進路や将来の夢、

自分が思い描く生き方等について各自でまとめさせる。そ

の際、これまでの学習をふり返り、男女共同参画の視点を

ふまえながらまとめることができるように助言を行う。

●まとめたことをグループで発表し合う。多様な意見を認め

合えるような雰囲気を大切にする。

P11
資料：「『こんな社

会であってほしい』

『こういう社会を

作っていきたい』」

「いろんな世界で

活躍する先輩たち」

Your voice 
②自分の未来を想像し、

ライフプランをつく

る。

●自分が就きたい職業だけではなく、結婚・出産、仕事と家

庭の両立、地域活動、退職後の生活等、さまざまな視点か

ら自分の未来について考え、ライフプランを作成する。

●時間があれば、グループで出し合わせたり、代表者に発表

させたりしてもよい。

P12 
資料：「未来の

自分を考えて

みよう」

～12＞
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１ 関係法令・条例等 

 

○男女共同参画社会基本法  

 

前文 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の

実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。 

    一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変

化に対応していく上で、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に

かかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現

は、緊要な課題となっている。 

    このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決

定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

    ここに、男女共同参画社会の形成について基本理念を明らかにしてその方向を示し、

将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総

合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一条「目的」 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応で

きる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成

に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとと

もに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることによ

り、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。  

 

 

○男女雇用機会均等法 

 

第一条「目的」 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の

分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関

して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。 

 

 

○育児・介護休業法 

 

第一条「目的」  この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇に関

する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関

し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対す

る支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継

続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与す

ることを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資す

ることを目的とする。 

Ⅱ 参考資料 

（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律）

（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律）

                      この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及

び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするた

め所定労働時間等に関し事業主が構ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介

護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護

を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活

と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわ

せて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

第一条 「目的」
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１ 関係法令・条例等 

 

○男女共同参画社会基本法  

 

前文 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の

実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。 

    一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変

化に対応していく上で、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に

かかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現

は、緊要な課題となっている。 

    このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決

定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

    ここに、男女共同参画社会の形成について基本理念を明らかにしてその方向を示し、

将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総

合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第一条「目的」 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応で

きる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成

に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとと

もに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることによ

り、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。  

 

 

○男女雇用機会均等法 

 

第一条「目的」 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の

分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関

して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。 

 

 

○育児・介護休業法 

 

第一条「目的」  この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇に関

する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関

し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対す

る支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継

続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与す

ることを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資す

ることを目的とする。 

Ⅱ 参考資料 

○熊本県男女共同参画推進条例

前文 男女が、互いにその人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を

十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は、少子高齢化の進展、経済活動の成熟化など社会経済情勢

が急速に変化するなかにあって、県民 人 人が人として尊重される真に豊かで活力のある地域を実現

するために重要な課題である。

本県においては、男女共同参画社会の実現に向け様々な取組が進められてきたが、性別による固定的

な役割分担意識や男女の生き方の自由な選択に影響を及ぼす慣行が依然として存在するなど多くの課

題が残されており、社会のあらゆる分野において男女共同参画をさらに進めていくことが求められてい

る。

男女共同参画社会の実現が、本県の将来を決定する重要な課題であることを深く自覚し、県、県民、

事業者及び市町村が連携協力しながら、男女共同参画社会の形成に向けた取組を総合的かつ計画的に推

進するため、この条例を制定する。

第一条「目的」 この条例は、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業

者 県内において事業活動を行うすべてのものをいう。以下同じ。 の責務を明らかにするとともに、男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策について基本となる事項を定めることにより、男女共同参画

社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

第十六条「県民及び事業者の理解を深めるための措置」 県は、広報活動を通じて基本理念に関する県民

及び事業者の理解を深めるよう適切な措置を講ずるものとする。

２ 県は、学校教育及び社会教育を通じて基本理念に関する県民の理解を深めるよう、男女共同参画に関

する教育及び学習の充実のための適切な措置を講ずるものとする。

○女子差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約)
第一条「定義」 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、政

治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子（婚姻をしているかいない

かを問わない。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し

又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。

○女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）
第一条「目的」 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個

性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」とい

う。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の

基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、

地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性

の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活にお

ける活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、

国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを

目的とする。

○政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
第一条「目的」 この法律は、社会の対等な構成員である男女が公選による公職又は内閣総理大臣その他の国務

大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官若しくは大臣補佐官若しくは副知事若し

くは副市町村長の職（次条において「公選による公職等」という。）にある者として国又は地方公共団体に

おける政策の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること（以下「政治分野における男女共同参

画」という。）が、その立案及び決定において多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要となる

ことに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、政治分野にお

ける男女共同参画の推進について、その基本原則を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにす

るとともに、政治分野における男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、政

治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展

に寄与することを目的とする。
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２ 統計資料 

（１）熊本県の人口等

①熊本県の人口の推移

0.16

0.18

0.24

0.36

0.17
0.09

0.06

-0.05

-0.29

0.02

-0.09

-0.18
-0.14

-0.53

-0.34 -0.42 -0.34

-0.34

0.08

-0.27
-0.29

1,800

1,820

1,840

1,860

1,880

1,900

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

（％）（千人）

-0.6
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

総数

増減率

総務省「国勢調査」 熊本県統計調査課「熊本県推計人口調査」 

②熊本県の将来人口の推移

1,817
1,776

1,725
1,666

1,603

1,538

1,467

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

H２２ 27 32 37 42 47 52

（千人）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（Ｈ２５年３月推計） 

③熊本県の男女別人口の推移

総務省「国勢調査」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（Ｈ３０年３月推計）

（千人）
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④高齢化率

総務省「国勢調査」 

⑤合計特殊出生率の推移

⑥熊本県の人口構成の推移及び将来推計人口

高齢化率
（総人口に占める65歳以上人口の割合）

高齢者に占める女性の割合

高齢者に占める単身者の割合

高齢単身者に占める女性の割合

85歳以上に占める女性の割合

県 全国

厚生労働省「人口動態調査」

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（Ｈ３０．３月推計） 

年少人口 生産年齢人口 老年人口
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（２）固定的性別役割分担意識(熊本県) 

①熊本県の「男は仕事、女は家庭」などと性別によって役割を決める考え方

※属性によっては、分析にあたり必要な回答数を割り込んでおり、統計上の誤差が生じることが考えられる。

※属性によっては、分析にあたり必要な回答数を割り込んでおり、統計上の誤差が生じることが考えられる。

熊本県企画課「2019 年県民アンケート調査」

熊本県企画課「2019 年県民アンケート調査」

熊本県企画課「2019 年県民アンケート調査」
（男女別）

（年代別）

（年別）
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（３）仕事と生活の両立の状況 

① 熊本県における夫婦の生活時間（時間・分）

② 熊本県の育児休業取得率の推移

③熊本県の介護休業取得者に占める男女の割合

78.2

80.9

21.8

19.1

11.188.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

H21

H16

H11

（％）

女性      男性

熊本県労働雇用創生課「平成２１年度熊本県女性労働実態調査」 

総務省「平成 28 年社会生活基本調査」 

熊本県労働雇用創生課「熊本県労働条件等実態調査」 

①　熊本県における夫婦 （子どものいる世帯） の生活時間 （時間 ・分）
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（４）教育の状況 

（※）大学等進学率＝大学学部、短期大学本科、大学・短期大学の通信教育部、大学・短期大学の別科、高等学校専攻科、

特別支援学校高等部専攻科への進学率（中等教育学校（後期課程）卒業者は含まず）

文部科学省「学校基本調査」 

②大学の主要学部別学生数～抜粋～（全国）学部名 計 ( 人 ) 男 ( 人 ) 女 ( 人 ) 女子学生の割合

人文科学 365,242 126,829 238,413 65%

社会科学 836,535 538,933 297,602 36%

理学 78,011 56,281 21,730 28%

工学 380,478 321,916 58,562 15%

農学 77,100 42,317 34,783 45%

医学 56,980 37,629 19,351 34%

歯学 15,129 8,666 6,463 43%

薬学 72,867 29,142 43,725 60%

家政 71,609 7,015 64,594 90%

教育学 189,354 77,227 112,127 59%

芸術 72,920 22,604 50,316 69%

①熊本県における大学等進学率 （各年 3月現在）

②大学の主要学部別学生数～抜粋～ （全国）

文部科学省「令和元年度学校基本調査（速報）」
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（５）就業分野における男女共同参画 

①熊本県の就業形態別労働者の男女割合

②熊本県の職業別雇用者数

③熊本県の事業所における管理職に占める女性の割合の推移

総務省「平成 27 年国勢調査」

熊本県労働雇用創生課「平成 30 年度熊本県労働条件等実態調査」

熊本県労働雇用創生課「熊本県労働条件等実態調査」
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④男性の賃金に対する女性の賃金の割合（国際比較）

⑤男性の賃金に対する女性の賃金の割合（熊本県）

⑥就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合
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※日本、米国、英国及びドイツは「フルタイム従事者」、フランス、スウェーデン及び韓国は「パートタイム従事者」
　を含む　　　　　　　　　　　　　　　 　独立行政法人労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較 2019」

厚生労働省「平成 30 年賃金構造基本統計調査」

※　日本は総務省「労働力調査（基本集計）」（平成30年）、その他の国はILO“ILOSTAT”より作成。

※　 日本、フランス、スウェーデン、ノルウェー、米国、英国及びドイツは平成30年（2018年）、オーストラリア、シンガポール、

韓国及びフィリピンは平成29（2017）年、マレーシアは平成28（2016）年の値。

※　 総務省「労働力調査」では、「管理職的職業従事者」とは、就業者のうち、会社役員、企業の課長相当職以上、管理的公務員

等。また、「管理的職業従事者」の定義は国によって異なる。 内閣府「男女共同参画白書」（令和元年版）
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（６）政策・方針決定過程への女性の参画 

①人間開発や男女共同参画に関する指標の国際比較

（1） ＨＤＩは、国連開発会議（ＵＮＤＰ）「人間開発報告書2019」及び世界経済フォーラム「The Global 

Gender Gap Report 2020」より作成。

（2）測定可能な国数は、ＨＤＩは189か国、ＧＧＩは153か国。

　国連開発計画（ＵＮＤＰ）による指数で、「長寿で健康な生活」、「知識」及び「人間らしい生活水準」と

いう人間開発の３つの側面を測定したもの。具体的には、出生時の平均寿命、知識（平均就学年数及び予

測就学年数）、１人当たり国民総所得（ＧＮＩ）を用いて算出している。 

　世界経済フォーラムが、各国内の男女間の格差を数値化しランク付けしたもので、経済分野、教育分野、

政治分野及び保健分野のデータから算出され、０が完全不平等、１が完全平等を意味しており、性別によ

る格差を明らかにできる。具体的には、次のデータから算出される。

　 【経済分野】・労働力率・同じ仕事の賃金の平等性・所得の推計値

　　　　　　 ・管理職の比率・専門職の比率

　 【教育分野】・識字率・初等、中等、高等教育の各在学率

　 【保健分野】・新生児の男女比率・健康寿命

　 【政治分野】・国会議員の比率・閣僚の比率・最近50年の国家元首の在任年数

ＨＤＩ：人間開発指数（Human Development Index）

ＧＧＩ：ジェンダー・ギャップ指数（Gender Gap Index）

ＨＤＩとＧＧＩの比較
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②各分野における『指導的地位』に占める女性の割合

③熊本県の女性の参画状況

熊本県男女参画・協働推進課調べ（令和元年）

１.内閣府「女性の政策・方針決定参画状況調べ」（平成 30 年度）より一部情報を更新。

２.原則として、平成 30 年値。ただし、＊は平成 31 年値。** は平成 29 年値。*** は平成 28 年度値。

なお、★印は、第 4次男女共同参画基本計画において当該項目が成果目標として掲げられているもの。

また、「国家公務員採用者（総合職試験）」は、直接的に指導的地位を示すものではないが、将来的に指導的地位に就

く可能性が高いもの。 内閣府「男女共同参画白書」（令和元年版）
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（７）ＤＶ（配偶者等からの暴力） 

①配偶者からの被害経験（男女別）
（問）「身体的暴力」「心理的攻撃」「性的強要」のいずれかを１つでも受けたことがあるか。

※内閣府「男女間における暴力に関する調査」（平成29年）より作成。

※全国20歳以上の男女5,000人を対象とした無作為抽出によるアンケート調査の結果による。集計対象者は、女性1,807人、男性1,569人。

※「身体的暴行」、「心理的攻撃」、「経済的圧迫」及び「性的強要」のいずれかの被害経験について調査。それぞれの用語の定義は以下のとおり。

　「身体的暴行」：なぐったり、けったり、物を投げつけたり、突き飛ばしたりするなどの身体に対する暴行。

　「心理的攻撃」： 人格を否定するような暴言、交友関係や行き先、電話・メール等を細かく監視したり、長期間無視するなどの精神的な嫌

がらせ、あるいは、自分もしくは自分の家族に危害が加えられるのではないかと恐怖を感じるような脅迫。

　「経済的圧迫」：生活費を渡さない、貯金を勝手に使われる、外で働くことを妨害されるなど。

　「性的強要」：嫌がっているのに性的な行為を強要される、見たくないポルノ映像等を見せられる、避妊に協力しないなど。

内閣府「男女共同参画白書」（令和元年版）

内閣府「男女共同参画白書」（令和元年版）

②  配偶者間（内縁を含む）における犯罪（殺人、傷害、暴行）の被害者の男女別割合

　（検挙件数、平成30年）
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③配偶者暴力相談支援センターへの相談件数

＊参考資料に関するインターネットＵＲＬ 

国の機関
【内閣府男女共同参画局】 http://www.gender.go.jp/ 
【総務省】 http://www.soumu.go.jp/ 
【文部科学省】 http://www.mext.go.jp/ 
【厚生労働省】 http://www.mhlw.go.jp/ 

熊本県の機関
【熊本県統計調査課】 http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/23/ 
【熊本県労働雇用創生課】 http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/ 
【熊本県企画課】 http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/80/ 
【熊本県男女参画・協働推進課】 http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/134/ 

その他の機関

【国立社会保障・人口問題研究所】http://www.ipss.go.jp/ 
【独立行政法人労働政策研究・研修機構】 http://www.jil.go.jp/ 

http://www.pref.kumamoto.jp/

※各課のページには、トップページの
　「組織から探す」からお入り下さい。

http://www.jil.go.jp/

内閣府 「男女共同参画白書」 （令和元年版）

※内閣府「配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力が関係する相談件数等の結果について」等より作成。

※各年度末現在の値。
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３ 用 語 解 説

◎「社会的性別」（ジェンダー）の視点

（１）人間には生まれついての生物学的性別（セックス ）がある。一方、社会通念や慣習の中には、

社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会的

性別」（ジェンダー ）という。「社会的性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むもので

はなく、国際的にも使われている。

「社会的性別の視点」とは、「社会的性別」が性差別、性別による固定的役割分坦偏見等につな

がっている場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識していこうとするもので

ある。

このように、「社会的性別の視点」でとらえられる対象には、性差別、性別による固定的役割分担

及び偏見等、男女共同参画社会の形成を阻害すると考えられるものがある。その一方で、対象の中

には、男女共同参画社会の形成を阻害しないと考えられるものもあり、このようなものまで見直し

を行おうとするものではない。社会制度・慣行の見直しを行う際には、社会的な合意を進める必要

がある。

２ 「ジェンダー・フリー」という用語を使用して、性差を否定したり、男らしさ、女らしさや男女

の区別をなくして人間の中性化を目指すこと、また、家族やひな祭り等の伝統文化を否定すること

は、国民が求める男女共同参画社会とは異なる。例えば、児童生徒の発達段階を踏まえない行き過

ぎた性教育、男女同室着替え、男女同室宿泊、男女混合騎馬戦等の事例は極めて非常識である。ま

た、公共の施設におけるトイレの男女別色表示を同色にすることは、男女共同参画の趣旨から導き

出されるものではない。

◎「ポジティブアクション」について

様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、個々の状況に応じて実

施していくもの。

（例） ・女性の積極的採用

・女性の配置が少ない業務への女性の積極的配置

・女性の管理職への登用

・女性が働きやすい職場環境、風土づくり

内閣府：男女共同参画推進連携会議「男女共同参画ハンドブック」から引用 

◎性同一性障がい・性的指向をめぐる人権

生物学的な性である「からだの性」と、自分の性をどう認識するかという「こころの性」が一致

しない性同一性障がいに関して、また、同性愛などの性的指向に関して、県民の正しい理解が求め

られています。

性同一性障がい者は、日常生活の様々な場面において奇異な目で見られるなど精神的な苦痛を受

けているとともに、就職をはじめ、自認する性での社会参加が難しいなど、社会の無理解や偏見の

ため不利益や差別を受けている状況にあります。このため、平成 年（ 年）７月、『性同一性

障害者の性別の取扱いの特例に関する法律』が施行され、性別適合手術を受けているなど一定の要

件を満たした場合は、家庭裁判所の審判を経て戸籍上の性別を変更することができるようになりま

した。

さらに、平成 年（ 年）６月には、同法が改正され、戸籍上の表記等を変更できる条件が、「現

に子がいないこと」から、「未成年の子がいないこと」に見直されました。
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教育面については、平成 年（ 年）４月に文部科学省から通知文書「児童生徒が抱える問題に対

しての教育相談の徹底について」が発出され、性同一性障がいに係る児童生徒について、その心情等に十

分配慮した対応が要請されています。また、平成 年には、その後の全国の学校における対応状況の調

査が行われ、様々な配慮の実例を確認されています。さらに､『自殺総合対策大綱』（平成 年８月閣議

決定）を踏まえ、平成 年（ 年）４月には、「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対

応の実施等について」が発出され、性同一性障がいに加え、「性的マイノリティ」の児童生徒についての

特有の配慮や相談体制の充実が求められています。

一方、性的指向とは、人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうかを示す概念を言います。

また、性同一性障がいと同性愛がよく混同されることがありますが、「自分の性をどう認識するか」と、

「どの性を性愛の対象とするか」とは別の問題です。

国際的に見ると、同性婚を認める国が増加しており、国内においても、同性カップルに対して、家族とし

て病院で面会したり、賃貸契約において共同で署名することができる「パートナーシップ証明」を行う自

治体もあります。

しかしながら、同性愛者や両性愛者の人々は、少数であることもあり、根強い偏見や差別があるため、

当事者の多くは自らの性的指向や悩みを周囲に相談したり、公言して生活したりすることができにくい環

境にあります。

このような人々の人権を守るために、職場、地域社会などの周囲の人々が性に対する多様なあり方を認

識し、理解を深めていくための人権教育・啓発に取り組んでいきます。

熊本県人権同和政策課「熊本県人権教育・啓発基本計画（第３次改訂）」から引用
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　【基本目標】　男女がともに自立し支えあう、多様性に富んだ活力ある社会の実現

【　重点目標　】 【施策の基本方向】 【主要施策】

①　政治や行政分野における意思決定への女性の参画拡大

②　企業における役員や管理職等への女性の積極的な登用や人材育成

①　女性の営業、企画、研究・開発等及び生産分野への進出支援

②　女性の積極的な採用と公平なチャレンジ機会の付与等の促進

③ 女性の活躍を推進するための一般事業主行動計画の策定支援や自
主宣言の推進

④　女性の積極的な能力開発、ネットワークづくりの支援

①　農林水産分野における意思決定への女性の参画拡大

②　経営への女性の主体的参画の推進

③　女性の参画による６次産業の展開及び起業化支援

①　女性の活動分野の拡大

②　地域におけるリーダーの育成

①　女性の起業支援

②　多様な働き方による活躍促進

①　固定的性別役割分担意識の解消

②　ワーク・ライフ・バランスの理解と促進

③　男女共同参画教育の充実とキャリア教育の推進

④　メディアにおける男女共同参画の推進

(2)社会制度や慣行の見直し

①　長時間労働の見直し

②　家庭・地域への積極的参画の推進

③　男性の多様な働き方による仕事と家庭の両立支援

①　企業等における妊娠・出産・育児に伴う就業環境整備の推進

②　企業等が実施する復帰プログラムへの支援

③　ライフステージに応じた再就職・復職支援

①　保育所等における待機児童の解消

②　ニーズに応じた子育て支援の充実

③　放課後児童クラブの拡充と質の向上

① ＤＶ被害者に対する支援や、若年層へのデートＤＶに関する予防
啓発の推進

②　性暴力被害者及びストーカー等への対応の充実

③　ハラスメントを許さない社会づくりの推進

①　ライフステージに応じた健康の包括的な支援

②　妊娠・出産等に関する健康支援

①　貧困など生活上の困難に直面する女性等への支援

②　子どもに対する共同参画社会づくりの推進

③ 高齢者、障がい者、外国人及び性的指向や性同一性障がいを理由
として困難を抱える人々が、安心して暮らせる男女共同参画社会づく
りの推進

女性視点を反映した地域の
防災力向上

①　防災分野における女性の参画拡大

①　県における推進体制づくり

②　県職員・教職員等の意識啓発

③　市町村における推進体制

④　国との連携

(2)県民、各種団体等との連携

(3)国際的な協調及び貢献

(3)安心して暮らせる環境整備

県・市町村の推進体制の強
化、国との連携

推進体制の充実・
連携強化

女性に対するあらゆる暴力
の根絶安全・安心な暮ら

しの実現

４　男女共同参画を進めるための県の主要施策（「第４次熊本県男女共同参画計画」の体系）

　【重点目標及び主要な施策】

あらゆる分野における意思
決定過程への女性の参画拡大あらゆる分野にお

ける女性の活躍推
進

(2)就業や雇用分野における男
女共同参画の推進

農林水産業における男女共
同参画の推進

地域社会における男女共同
参画の推進

(5)柔軟で多様な働き方の支援

意識改革に向けた広報・啓
発の推進

男女共同参画社会
実現のための意
識・社会基盤の改
革

(3)男性の働き方改革

(4)女性の継続就労支援

(5)子育て支援体制等の充実

生涯を通じた女性の健康支
援
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 世界の動き 日本の動き 熊本県の動き

国際婦人年

「国際婦人年世界会議」開催（メキシコシティ）「世界行動計画」採択

「国連婦人の１０年」世界会議（ナイロビ） 「男女雇用機会均等法」公布

「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」採択 「女子差別撤廃条約」批准

第４回世界女性会議（北京）

「北京宣言及び行動綱領」採択

男女共同参画推進連携会議発足

「男女共同参画2000年プラン」策定

国連特別総会「女性2000年会議」（ニューヨーク）
「男女共同参画基本計画」策定、「ストーカー行為等の規制等に関す
る法律」公布・施行

環境生活部に男女共同参画課設置

「児童虐待の防止に関する法律」公布・施行 女性総合相談室設置

男女共同参画会議設置

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」公布・
施行

男女共同参画推進条例施行

男女共同参画審議会・男女共同参画センター・配偶者暴力相談支援
センター設置

「次世代育成支援対策推進法」公布・施行

「少子化社会対策基本法」公布・施行

第49回国連婦人の地位委員会

国連「北京＋10」世界閣僚級会合（ニューヨーク）

熊本県男女共同参画計画「ハーモニープランくまもと２１」（第２次）策
定

総務部に男女共同参画・パートナーシップ推進課移管

「育児・介護休業法」改正（短時間勤務制度を事業主に義務化等）

熊本県男女参画計画「ハーモニープランくまもと２１」（第3次）策定

環境生活部に男女参画・協働推進課設置

若者・女性活躍推進フォーラムの開催、提言

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」改正

２０１３年
（平成２５年）

「婦人問題企画推進本部」設置

「国連婦人の１０年」始まる

「国内行動計画」策定 商工労働水産部労政課に婦人行政担当窓口設置

国連「女子差別撤廃条約」採択

「国連婦人の１０年」中間年世界会議（コペンハーゲン）

福祉生活部県民生活総室に婦人対策室設置

「育児休業法」公布

国連第４８回総会「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」採択 中学校で技術・家庭科の男女共修開始

高等学校で家庭科の男女共修開始 「ハーモニープランくまもと」策定

「育児休業法」改正（介護休業制度の法制化）

「介護保険法」公布

「男女共同参画社会基本法」公布・施行

熊本県男女共同参画計画「ハーモニープランくまもと２１」策定

「熊本県配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基
本計画」策定

環境生活部に男女共同参画・パートナーシップ推進課設置

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」改正

「熊本県配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基
本計画」改定

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」改正

５　世界・日本・熊本県における男女共同参画の動向

２００８年
（平成２０年）

２００９年
（平成２１年）

２０１０年
（平成２２年）

２００６年
（平成１８年）

２００５年
（平成１７年）

「男女共同参画基本計画」（第３次）策定

２０１２年
（平成２４年）

２００４年
（平成１６年）

政府が「女性の活躍促進による経済活性化行動計画～働く『なでし
こ』大作戦」策定

「男女共同参画基本計画」（第２次）策定

２００３年
（平成１５年）

２００２年
（平成１４年）

２００１年
（平成１３年）

２０１１年
（平成２３年）

１９７５年
（昭和５０年）

１９７９年
（昭和５４年）

１９８０年
（昭和５５年）

１９９４年
（平成６年）

１９９３年
（平成５年）

１９９１年
（平成３年）

１９８８年
（昭和６３年）

１９８５年
（昭和６０年）

１９７７年
（昭和５２年）

１９７６年
（昭和５１年）

２０００年
（平成１２年）

１９９９年
（平成１１年）

１９９６年
（平成８年）

１９９５年
（平成７年）

１９９７年
（平成９年）

 

「政治分野における男女共同参画の推進に
関する法律」公布・施行

令和元年

２０１８年 
平成３０年

「女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律」改正

熊本県配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護等に関する基本計画（第４次）」策定
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MEMO

「政治分野における男女共同参画の推進に
関する法律」公布・施行

令和元年

２０１８年 
平成３０年

「女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律」改正

熊本県配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護等に関する基本計画（第４次）」策定
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